≪H20・2・21：渡島町村議会議長会平成20年定例総会開催≫


　渡島議長会の現在の構成町は、長万部・八雲・鹿部・森・七飯・木古内・知内・松前・福島の9町（北斗市は特別会員）です。南茅部・椴法華・恵山・戸井が函館市と合併、大野・上磯が北斗市となり6町が減っております。全道的には、平成の合併で町村数が33減り145となりました。北海道町村議長会の最大事業である議員研修会も全道3ヶ所で開催されておりましたが、札幌１ヵ所の開催となってしまいました。渡島・檜山の議員が一堂に会しての研修会はできず、ブロック研修（盆地・茅部・西部）を中止し、規模を縮小して渡島単独で開催しております。
　総会の主な内容は、次のとおりです。
①平成20年度事業計画
・渡島管内議員研修会（１０月頃：北斗市

・渡島、檜山議長連絡会議（８月頃：七飯町）

・道議長会第５９回定期総会（6月５日：札幌市）
・全道町村議員研修会（7月1日：札幌市）
・全道広報研修会（8月19日：札幌市）
・全道議会事務局長研修会（10月16日：札幌市）

・全国議長大会（11月19日：東京）
②平成20年度歳入歳出予算書
　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単位　千円　　 

	項　目
	本年度予算額
	前年度予算額
	比　較
	説　明

	会　費
	4,310
	4,441
	△131
	・均等割（40％）　1,683,900円
・需要割額（60％）2,526,100円
・北斗市特別会費　　100,000円

	諸収入
	20
	20
	0
	利息

	繰越金
	1,400
	1,400
	0
	平成19年度繰越金

	合　計
	5,730
	5,861
	△131
	・


＊福島町議会負担金（会費）内訳
　　　　均等割額187,100円+需要割額162,800円＝349,900円（前年度363,500円）
（歳　出） 

	項目
	本年度予算額
	前年度予算額
	比　較
	説　明

	会議費
	800
	900
	△100
	定期総会、臨時総会、役員会、懇談会負担金
渡島・檜山議長会連絡協議会

	事務費
	1,150
	1,150
	0
	事務手当、事務局長旅費、電話、消耗費、交際費

	事業費
	990
	1.040
	△50
	議員研修会、視察研修会、政務調査費、表彰費

	諸支出金
	2,610
	2,580
	30
	道議長会負担金、期成会負担金等


	予備費
	180
	191
	△11
	・

	合　計
	5,730
	5,861
	△131
	・


＊財政が厳しい状況の中で議会事務局職員の研修（道議長会、職員協議会主催等）参加状況が低下している。地方分権が進行する現況で議会の活性化を推し進めるためにも議会事務局体制の充実は重要であり、議長会として事務局職員研修を考えるべきである旨の提言をしました。

③研修会
　　　〔渡島支庁地域政策課　小本幸治係長〕
　　　　　・地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政破綻法）について
　　　　　・地方制度調査会における地方議会の審議状況について
　　　〔渡島保険福祉事務所社会福祉課　江口修司課長〕
　　　　　・渡島保険福祉事務所社会福祉課の組織と所管業務
　　　　　・渡島管内における介護保険制度運営状況
　　　　　・高齢者虐待防止法の施行と実態調査結果
　　　　　・新しい保健医療福祉計画(仮称)素案の概要
　　　　　・平成20年度道予算の概要
＊小本係長さん、江口課長さんの話は、短い時間でしたが、要点が整理され大変わかりやすく参考になりました。福島町の議員にも聞かせたいのでその際には、よろしくとお願いしてきました。勉強会の形で計画できればと考えております。

　＊「財政健全化法（財政破綻法）」の解説が掲載されております是非見て下さい。
→「財政健全化法で地方は変わるか」（「地方議会人」2007年9月号）
      ①「健全化法と議会の役割」　青木信之総務省財務調査課長
      ②「地方財政健全化法とそれへの備え」　小西砂千夫関西学院大教授
      ③「財政健全化法と自治体病院」　長隆東日本税理士法人代表社員　
